
 

 

 

 

 

 

Ｄ 首都圏の交通への影響とその後の取り組み 
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Ｄ 首都圏の交通への影響とその後の取り組み 

○発災直後は鉄道の運行停止により帰宅困難者が発生 

○震災後１カ月程度は計画停電や燃料不足により、公共交通の運休・減便が発生 

○東日本大震災を踏まえ、協議会の開催、条例の策定、防災訓練等の首都直下地震等に

備えた取り組みが始まっている 

 

○鉄道運休等による影響 

・発災直後には、施設点検などを実施するために、首都圏の鉄道各線では広範囲で運

行停止したことなどから、都心部を中心に多数の帰宅困難者が発生した。 

・バスは夕方頃、鉄道は深夜頃から運行が再開され、終夜運行などの対応の他、職場

等での待機の呼び掛け等が行われたものの、駅周辺では大きな混雑が発生した。ま

た、一部の鉄道駅は閉鎖され、駅を閉め出された帰宅困難者が駅周辺に溢れ、混雑

に拍車をかけた。 

・また、発災直後から高速道路の通行止めになったことや、徒歩帰宅者の車道通行な

どにより、幹線道路を中心に大きな渋滞が発生した。 

 

○大規模な計画停電等による影響 

・原発事故等による電力供給不足から計画停電（3/14～）が実施され、鉄道事業者は

多くの路線で運休や大幅な本数削減などの対応が取られたため、大きな混乱が起き

た。 

・これを受け電力会社と鉄道事業者が協議により、鉄道会社へ最低限必要な電力を供

給することに合意し、2日目(3/15)以降は混乱が最低限に抑えられた。 

・また、首都圏でも軽油などの燃料不足が発生し、これにより、バス事業者では一部

路線の運休や運行本数を減らした特別ダイヤでの運行を実施した。 

 

○東日本大震災を踏まえた取り組み 

東日本震災を踏まえ、首都圏では、 

 ・災害時における鉄道の運行に関する協議会の開催（鉄道事業者、国土交通省） 

 ・帰宅困難者の抑制の責務を明示した条例の策定（港区） 

 ・幹線道路の通行規制等の防災訓練の実施（東京都等） など 

の首都直下地震等に備えた取り組みが始まっている。 
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■震災による首都圏の交通への影響の時系列変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14：46 地震発生 13：50　津波警報へ切り替え 18：00 津波注意報解除

14：49 大津波警報

3/13 ガソリン不足が顕在化（報道など） 3/17 経済産業省による対策開始 3月下旬 首都圏の燃料不足が概ね解消

3/14～18 首都圏で計画停電を実施 3/22～25 計画停電を実施 3/28 計画停電を実施 4/6 計画停電の原則不実施を発表

・帰宅困難者の発生 ・計画停電により交通機関に混乱発生 ・大規模停電への懸念から交通機関に混乱発生

・国土交通省：バス会社に増便や終夜運転を要請 7/1 電力使用制限令解除

・首都圏の9都県市：コンビニなどへ協定に基づく帰宅困難者への休憩場所提供などを要請 9/9 電力使用制限令解除

・東京都：帰宅困難者支援のため災害救助法の適用を決定 ・経済産業省が大規模停電回避のための大臣談話を発表

・東京都：市町村と協力し、一時待機施設の確保（1,030施設で9万4千人を受け入れ（12日4時現在）） ・国土交通省は鉄道会社に対し、緊急的に運行本数を削減するよう要請

・枝野官房長官会見：職場などでの待機を呼びかけ（17：30）

3/27 首都高全線通行止め解除(応急復旧を終了)

　

1：00 羽田線、渋谷線、湾岸線の一部、横羽線、狩場線から通行止め解除

20：00 東京都内の渋滞がピーク（警視庁交通管制センター）

未明になっても都心部では渋滞が継続

19：00 成田空港は出発便のみ再開

2：00時点 羽田空港1.5万人、成田に8.5千人が帰宅不能（国土交通省）

18：20 JR東日本は全線で終日運休を決定（一部を除いて駅を閉鎖）

・西武、小田急、東京メトロなどは終電時間を繰り下げて運行

・鉄道の運休によりバス停に長蛇の列

21：40 川崎市営バスが終夜運行を発表 ・一部のバス事業者で、詰めかける乗客に対応しきれず、運休も発生

・多くの事業者が帰宅難民対策のため深夜～終夜運行

4月以降

道路

12時

16日（水）

5日後

12時18時 18時12時6時

高速道路

3月

項　目

地震発生など

11日（金）

当日

12時 12時 0時

12日（土）

1日後

13日(日)

2日後

12時 12時0時 0時 0時 0時 0時

26日（土）

15日後

21日（月）

10日後

14日（月）

3日後

15日（火）

4日後

17日（木）

6日後

0時

19日（土）

8日後

0時 12時

20日（日）

9日後

0時 12時

18日（金）

7日後

12時

鉄道

首都圏の交通への影響

※鉄道の再開状況は、「大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開の在り方に関する協議会」資料を基に東京駅から30㎞圏内の主要路線の復旧した営業距離の割合を算出、3/14以降の運行状況は運行割合を色で示す。

私鉄

地下鉄

JR

鉄道

・バス

バス

ライフ

ライン

燃料（ガソリン）

電気

空港

交通

基盤

一般道

歩道等

行政の対応

16：00 羽田空港で運転再開

・震災直後から運休

・震災直後から運休

・震災直後から全線通行止め

14：55 緊急パトロール及び緊急点検開始（23：50終了）

・首相会見：東京電力の「計画停電実施」を了承

地下鉄の

再開状況

私鉄の

再開状況

JR東日本の

再開状況

3/15～ 東電との合意を受けて運転区間延長、及び運休時間帯を解消

3/15～ 大手私鉄も東電との合意を受けて運転区間延長、及び運休時間帯を解消

・郊外から都心方面に向かう車が発生（警視庁交通管制センター）

・都心や都心に向かう幹線道路で渋滞発生

3：00 湾岸線の一部を除く本線区間は通行止め解除

夕方から 直轄国道の照明のうち、交差点部にある照明灯を除き順次消灯

・国土交通省：東電に鉄道各社への優先供給を要請（⇒東電と鉄道各社が合意）

・都内を中心に渋滞が発生

＜帰宅困難者の内訳＞

帰宅断念：約260万人

徒歩帰宅：約600万人

・12日午前に大半の路線で運行再開

・11日中に大半の路線で運行再開

・震災直後から羽田空港、成田空港ともに点検のため空港閉鎖

都営バスや川崎市営バスなどで終夜運行

※三菱総研シュミレーションによる

・横浜駅などで駅への入場制限を実施

・山手線全線、中央線及び京浜東北根岸線等の一部区間を除き終日運休

・大手私鉄や地下鉄も一部区間、一部の時間帯を除き多くの路線で運休

・東急、京急などの私鉄、地下鉄も２～３割削減

・新宿駅などで駅への入場制限を実施

・山手線、京浜東北・根岸線、埼京線、常磐線等で運行本数を削減

バスの

運行状況

・夕方以降、運行本数の削減や運休を実施 9/10～ 通常ダイヤで運行へ

9/12～ 通常ダイヤで運行へ

9/12～ 通常ダイヤで運行へ

文字凡例

赤：首都圏の交通への影響と発生要因に想定されるもの 青：事象に対し行われた施策 緑：鉄道、バスの運行状況に関わる内容

徒歩帰宅者による混雑で、歩道をはみ出し、車で渋滞する車道を歩く人も発生

路上通行者は午後７時に300万人でピーク（三菱総研シュミレーション）

・夕方以降、運行本数の削減や運休を実施20：40 東京メトロ半蔵門線や都営大江戸線から順次運行再開

21：55 西武鉄道が運行再開、22時過ぎから京王、東急、小田急が順次再開

・山手線など主な路線が8時ころから運行再開

・中央本線が始発から運行再開

・終日運休や間引き、減速運転により混乱

・一部路線を除き運行本数を削減して運行

・運行本数を削減して運行

・運行本数を削減して運行

3/12からバス事業者は震災等の影響により順次特別ダイヤで運行

3/12 小田急、都営バスが震災ダイヤ化 3/14 国際興業、京王、東武が震災ダイヤ化

3/15 神奈川中央交通、西武、京成、新京成等が震災ダイヤ化

3/22 立川バスが震災ダイヤ化

3/28 都営、小田急、立川、京成、新京成、京王等正常ダイヤ化

4/1 国際興業、東武等も正常ダイヤ化

・終日運休や間引き、減速運転により混乱

・終日運休や間引き、減速運転により混乱

89.3％

50.7％
98.1％ 98.8％

98.9％ 100％

78.1％ 89.2％

99.6％

96.2％

※計画停電の影響もあ

り100％再開は3/22

※計画停電の影響もあ

り100％再開は4/4

・3月下旬からは概ね定常状態で運行

・3月下旬からは概ね定常状態で運行

・3月下旬からは概ね定常状態で運行

JR東日本の

運行状況

（⇒帰宅困難者が駅周辺で滞留）

私鉄の

運行状況

地下鉄の

運行状況

・13日午前中に大半の路線で運行再開

・3/12からバス事業者は震災の影響により順次特別ダイヤで運行（減便）

・震災直後から運休

大半の路線が正常ダイヤ化

16：00

都営バス

は全路線

で運行再開
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事例 No １４０ 分類 緊急対応期 類型 帰宅困難者の発生

事象等 首都圏の発災時の状況 

関係機関  － 

概要 

震災の発生により、首都圏では鉄道の運休等による交通機関の麻痺や高速道路

の通行止め、徒歩帰宅者等による渋滞が起こり、大混雑が発生した。JR は、

全線を終日運休とするなど混雑は翌日 12 日まで続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「首都圏 帰宅難民 東日本大震災 各地の駅大混雑」、朝日新聞（号外） 2011 年 3 月 11 日）

注）著作権の関係から、ウェブサイト上に掲載する参考資

料編には、新聞記事の転載は行っていない。 
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事例 No １４１ 分類 緊急対応期 類型 帰宅困難者の発生

事象等 帰宅困難者の発生状況 

実施者 東京都 

概要 

首都圏では、震災発災後、公共交通機関が機能を失うことにより、都内を中心

に 515 万人もの帰宅困難者が発生したと推計される。これを受けて東京都で

は、帰宅困難者の待機所として公共施設を開放し、94,001 人を受け入れた。

○首都圏で発生した帰宅困難者数 

東日本大震災では、人口が集中する都心部で公共交通機関が機能を失うことにより、都

内で帰宅困難者が大量に発生し、大きな混乱をもたらした。協議会では、東日本大震災時

の帰宅困難者対策の実態調査を行っている。 
実態調査では、個人、企業、自治体、主要駅にアンケートを行っている。調査の結果、

東日本大震災時には、首都圏で約５１５万人の帰宅困難者（３月１１日のうちに帰宅がで

きなかった人）が発生したと推計された。都内では首都圏の帰宅困難者の約７０％にあた

る約３５２万人の帰宅困難者が発生したと推計されている。 
 

 
 

○東京都が行った帰宅困難者への対応 

 駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機す 

る場所がない者を一時的に受け入れる施設（一時滞在施設）を確保する必要がある。 

東日本大震災では、交通機関が不通となった状況を踏まえ、都は、区市町村の協力も得 

ながら帰宅困難者が一時的に待機する施設の確保に努め、結果として 1,030 施設を開放 

し、94,001 人を受け入れた。 

 

（東京都の帰宅困難者対策の基本的考え方）
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事例 No １４２ 分類 緊急対応期 類型 道路の渋滞状況 

事象等 道路の渋滞状況 

実施者 東京都 

概要 

首都圏では、震災発災後、公共交通機関が機能を失い、多数の帰宅困難者が発

生した。これらの帰宅困難者が、自家用車や歩行で帰宅をしようとしたため、

都内の道路は人や車であふれた。また、高速道路点検の通行止めもあり、渋滞

は長引いた。 

 

（第 1回関東防災連絡会資料）
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事例 No １４３ 分類 緊急対応期 類型 鉄道の再開状況 

事象等 鉄道の再開状況 

実施者 東京都 

概要 

首都圏の鉄道は、東京地下鉄や都営地下鉄等の地下鉄が、ほぼ全線で当日のうち

に運転を再開した。他の私鉄も当日より順次運転を再開しているが、JR の運転

再開は、翌日（3/12）からの復旧であり、他の鉄道に比べて復旧に時間がかか

った。 

 

（第 1回大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開のあり方に関する協議会資料）
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【参考：東日本大震災発生時における鉄道の運転再開まで】 

（第 4回大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開のあり方に関する協議会資料）
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事例 No １４４ 分類 緊急対応期 類型 帰宅困難者対策 

事象等 渋滞・歩行帰宅者への対応 

実施者 東京都 

概要 

首都圏では、震災発災後、公共交通機関が機能を失い、多数の帰宅困難者が発

生した。国土交通省では、運転再開が困難な鉄道に代わる代替輸送をバス会社

に要請した。しかし、一部の帰宅困難者は、自家用車による帰宅や歩行による

帰宅を求め、都内の道路には、歩行者があふれ渋滞も発生した。 

○帰宅困難者に水やトイレをコンビニなどに支援要請 

帰宅困難者への支援として、首都圏の九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市）は、震災当日の夕方、「災害時にお

ける帰宅困難者支援に関する協定」を結んでいるコンビニエンスストア、ファミリーレス

トランなどに対して、支援の要請を行った。要請を受けた各事業者では、急増する来店者

への対応に加え、店内トイレの貸出しなどを行い、帰宅困難者を支援した。 

（国土交通省「首都圏整備に関する年次報告」）

 

○災害救助法の適用 

都内において、大量の帰宅困難者が発生し、避難所等において食品等の給与を行う必要

があるため、東京都は災害救助法の適用を決定した。（46区市町） 

（東京都災害即応本部 2011 年 3 月 12 日 9：00）
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事例 No １４５ 分類 緊急対応期 類型 帰宅困難者対策 

事象等 京王グループの取り組み 

実施者 京王グループ 

概要 

・京王グループでは、鉄道を 22 時より再開し、30～40 分間隔で終日運行を

行った。また、鉄道の運行と連携してバスも終車時間を延長して運行した。 

・鉄道が運行停止している間は、閉店後の京王百貨店を開放し、帰宅困難者を

受け入れて食料の配布などを行った。 

 

 

 

 

 

 

（「環境報告書 2011 CSR レポート」京王グループ）
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事例 No １４６ 分類 緊急対応期 類型 帰宅困難者対策 

事象等 横浜市営鉄道・バスの取り組み 

実施者 横浜市営鉄道・バス 

概要 

横浜市営鉄道は施設の点検後、午後 11 時頃より運転を再開し、終日運行した。

また、市営バスについても午後 7 時頃から運転を再開し、鉄道の運行に合わせ

て終夜運行を行った。 

災害発生当日の地下鉄・バスの運行 

(1) 当日の状況（3月 11 日） 

 

 

(2) 地下鉄の運行再開までの取組 

地震発生後から順次、ブルーライン及びグリーンラインの駅やトンネル等の施設、線路、

電気設備、車両基地の巡回点検を開始し、点検・復旧作業終了後、ブルーラインは午後11 時

15 分に、グリーンラインは11 時19 分に運行を再開しました（終夜運行実施）。 

終夜運行実施本数：81 本 乗客数（推計）：約24,000 人 

 

(3) バスの運行再開までの取組 

地震発生後直ちに、お客様の安否確認を行うとともに、安全な場所へ車両を停車して、

安全運行を第一として道路被害状況、信号停電状況等の確認を行いました。 

営業所職員等による道路状況等確認後、停電により信号機が不点灯となったバス路線及び

津波警報発令による沿岸部の一部バス路線を除き、午後6 時45分運行を再開しました（終

夜運行実施）。 

なお、翌日以降は通常ダイヤで運行しました。 

終夜運行実施便数：74 便 乗客数推計：約1,100 人 

 

（横浜市 水道・交通委会資料 平成 23 年 5月 27 日）
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事例 No １４７ 分類 応急期 類型 計画停電による影響

事象等 計画停電による混乱 

実施者 東京都 

概要 

電力供給の不足のため、首都圏で計画停電が実施された。これに伴い首都圏の

鉄道各社は、終日運休や運行本数の削減等で対応した。情報が錯綜したことも

あり駅は混乱し、都心に向かう道路等も渋滞が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「計画停電 大混乱 東電判断、二転三転 首都圏の鉄道網直撃」、読売新聞 2011 年 3 月 14 日）

注）著作権の関係から、ウェブサイト上に掲載する参考資

料編には、新聞記事の転載は行っていない。 
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事例 No １４８ 分類 応急期 類型 計画停電による影響 

事象等 計画停電への対応 

実施者 国土交通省・東京電力・鉄道事業者 

概要 

国土交通省の要請により、東京電力と鉄道事業者が協議を行い、鉄道事業者が

電力消費を抑えるような努力を行う代わりに、計画停電の実施に左右されずに

鉄道を運行できるようにすることで合意した。 

（「鉄道ダイヤ乱れ、大幅改善 国交省、渋る東電説得」、読売新聞 2011 年 3 月 15 日）

 

 

 

 

注）著作権の関係から、ウェブサイト上に掲載する参考資

料編には、新聞記事の転載は行っていない。 



233 

■首都圏の交通への影響とその後の取り組み 

発生時期 主な要因 
首都圏の 

交通への影響 
課題 

東日本大震災を踏まえた取り組み 

取り組み 内容 主体等 期間等 出典 

発災直後 

～発災 1 日後 

（3 月 11 日 

～12 日） 

・大規模な鉄道の運休 

・その他交通機関の麻痺 

・駅の閉鎖（JR 東日本） 

・帰宅困難者の発生 

 （帰宅困難者が駅

周辺に滞留および徒

歩帰宅者の発生） 

・帰宅者の抑制等 ・「地震防災対策の充実強

化」等の提案 

・国の関係機関に「首都圏直下地震対策大網」による被

災時の基本原則「むやみに移動を開始しない」や「企業

等における翌日帰宅・時差帰宅の促進」の周知徹底を

提案 

・首都圏の

九都県市 

・7 月 29 日（提案） 提案書（地震防災

対策の充実強化） 

・帰宅困難者抑制のため「区

防災対策基本条例」を制定

・震災の影響を踏まえ、『事業者に帰宅困難者抑制の責

務』を明示した「区防災対策基本条例」を策定 

・港区 ・10 月中旬に策定方針 港区防災基本条例

パンフレット 

・「首都直下地震帰宅困難者

等対策協議会」の開催 

・「今後の帰宅困難者対策の取組について」検討する協

議会を開催 

・ 内 閣 府 と

東京都 

・9 月 20 日開始 

（来年秋までに具体策

を含め 終報告） 

第 1 回首都圏直下

地震帰宅困難者等

対策協議会資料 

・都内の全企業に社員3日分

の水や食料の備蓄を求め

る条例の制定を目指す 

・東京都は、都内の全企業に社員の3日分の水や食料の

備蓄を求める条例を制定することを決定 

・今後、「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」の議

論も踏まえて正式な条例案を定める 

・東京都 ・年明けの都議会に条

例案を提出し、年度内

の成立を目指す 

第 3 回首都圏直下

地震帰宅困難者等

対策協議会資料 

・鉄道の再開方法 ・「大規模地震発生時におけ

る首都圏鉄道の運転再開

の在り方に関する協議会」

の開催 

・東日本大震災発災時の首都圏鉄道の運転再開状況と

旅客への情報提供等を検証し、大規模地震発災時の

運転再開に関する課題の抽出と対応策を協議 

・国土交通

省 と 首 都

圏の鉄道

事業者 

・4 月 20 日（第 1 回協

議）開始 

 （9月までに3回開催）

国土交通省記者発

表資料 

（2011.4.18） 

・帰宅困難者の一時避

難先の確保（駅施設の

利用等） 

・大規模地震発災時に駅を

待機所として開放する方針

を表明 

・発災時に駅を帰宅困難者へ待機所として開放する。 

・首都圏の主要駅に飲料水や救急医療品、毛布など 3 万

人分の備蓄をする方針 

・一部駅で開始し、2011 年度中には配備を終了する予定 

・JR 東日本 ・6 月 24 日（方針表明）

・10月4日（一部で備蓄

開始） 

第 3 回首都圏直下

地震帰宅困難者等

対策協議会資料 

 

・徒歩帰宅者発生時の

支援施設の確保 

・「災害時における帰宅困難

者支援に関する協定」の締

結事業者拡大 

・「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」に基づ

く協定締結事業者を拡大（H23.9.１現在 合計 22 社、

16,250 箇所） 

・首都圏の

九都県市 

・6 月 20 日、9 月 1 日

（新規業者と協定を締

結） 

9 都県市同時発表

資料 

（2011.9.1） 

・首都高速道路の通行止め 

・鉄道の運休によるタクシ

ーやバスの利用者増加 

・郊外からの自家用車によ

る送迎が増加 

・幹線道路で渋滞の発

生 

・災害時の交通規制な

どの帰宅困難者対策 

・「防災の日」に、都内で大規

模な防災訓練を実施 

・都内の幹線道路およそ 100 箇所を通行止め（東京都の

防災計画では、震度 6 以上で 23 区内の道路を通行禁

止）にした大規模な訓練を実施。 

・東京都 ・9月１日（防災の日）実

施 

朝日新聞 

（2011.9.1） 

・大量の帰宅困難者が発生し

たことを想定した帰宅困難

者対策訓練を実施 

・東京都は、埼玉県や新宿区、千代田区、豊島区等と帰

宅困難者対策訓練を実施。 

・東京都・埼

玉 県 ・ 新

宿区など 

・2012 年 2 月 3 日 第 3 回首都圏直下

地震帰宅困難者等

対策協議会資料 

・教訓を踏まえた新たな

交通規制を検討 

・災害時の新たな交通規制

の方針を作成 

・震度「5 強」の災害から交通規制の適用可能 

・交通規制は、緊急車両の「専用路」と物資輸送車両等も

利用できる「通行路」の 2 段階で規制 

・警視庁 ・2012 年 3 月 5 日発表 警視庁作成資料 



234 



235 

 

事例 No １４９ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅者の抑制等 

事象等 「地震防災対策の充実強化」及び「国民保護の推進」について提案書を提出 

実施者 首都圏の 9 都県市 

概要 

首都圏の 9 都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、

さいたま市、相模原市）では、東日本大震災を受けて「地震防災対策の充実強化」等

に対する提案書を国の関係各省庁へ提出した。 

○「地震防災対策の充実強化」等の提案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東京都報道発表資料 2011 年 7 月掲載）
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【参考：首都圏における地震防災対策の充実強化等】 

提案書 

（地震防災対策の充実強化） 

■首都圏における地震防災対策の充実強化等 

本年３月１１日に発生した東日本大震災では、津波は東北地方を中心に甚大な被害をもたらした

だけでなく、首都圏の太平洋沿岸等においても被害を及ぼした。また、臨海部や内陸部の低地を中

心に発生した液状化現象は、住宅やライフライン、農地などに深刻な被害をもたらした。さらに、

鉄道が運行を停止したことにより大量の帰宅困難者が発生し、迅速で正確な情報提供や一時滞在施

設の確保・誘導など様々な課題が顕在化した。 
近年、切迫性が指摘されている首都直下地震に限らず、我が国の政治・経済の中心である首都圏

が大地震に見舞われた場合には、住民の生命、財産はもとより、社会のあらゆる分野に甚大な被害

が生じ、国際社会にも重大な影響が及ぶこととなる。 
そこで、首都直下地震等による被害を軽減するとともに首都中枢機能を維持するためには、今回

の震災の教訓を踏まえつつ、地震防災対策の一層の充実強化を図る必要がある。また、対策を迅速

かつ的確に実施していくためには、国と九都県市が協働していくことが不可欠である。よって、下

記事項について提案する。 
記 
 

１ 首都直下地震をはじめ首都圏に甚大な被害を及ぼす恐れのある地震、それに付随する津波及び

液状化に関する調査・観測・研究をさらに充実・強化すること。 
 
２ 高層ビルや石油タンクなどに被害を及ぼす長周期地震動に関する研究を一層推進するとともに、

その成果を活かした対策についても推進すること。 
 
３ 首都圏における大規模地震等に迅速かつ的確に対応するため、国と九都県市が被災情報を共有

できるシステムを、国において構築すること。 
そのため、国は、早期に九都県市の政令市に中央防災無線を整備し、国と九都県市、さらに

は九都県市間で相互に通信できる体制と仕組みづくりを進めること。 
 
４ 首都圏において大規模地震等が発生した際、国や国の関係団体などの施設について、域外から

の救援活動等が円滑に行われるための拠点や帰宅困難者等の一時滞在施設として、使用するた

めの仕組みづくりを進めること。 
 
５ 帰宅困難者対策を推進するため、国が中心となり、九都県市及び関係地方公共団体、交通事業

者、報道機関、警察などの、更なる連携を進めていくこと。 
その中で、災害に強い通信基盤の整備や、外出者が必要とする情報を迅速かつ的確に提供す

るための体制づくり、発災時の基本原則の周知徹底及び、帰宅困難者の一時滞在施設の確保等

について対応すること。 
 
６ 被災者の生活再建の根幹となるり災証明書は、国の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」

に基づいて自治体の裁量で発行されており、各種の被災者支援制度を公平かつ公正に運用する

上で課題となっている。そこで、り災証明書発行及び被害認定調査を行う者の身分や権限の法

的根拠の明確化を図ること。更に、被害認定調査を行う人材を育成・確保するための全国的な

制度を構築すること。 
 
７ 被災者台帳システムなど、大規模地震による被害の軽減や復旧に関する調査研究成果を地方公

共団体と共有するとともに、実用化と普及に向け、所要の施策を早急に講ずること。 
（提案書「地震防災対策の充実強化」） 
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事例 No １５０ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅者の抑制等 

事象等 帰宅困難者抑制のため「区防災対策基本条例」を制定 

実施者 東京都 

概要 

港区では、東日本大震災の教訓を踏まえ、区内の事業者に対して、発災時の一斉帰宅

の抑制と、帰宅困難者対策のための飲料水や食料の確保を明文化した防災基本条例を

制定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（港区防災基本条例パンフレットより）
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事例 No １５１ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅者の抑制等 

事象等 首都圏直下型地震帰宅困難者等対策協議会の設置 

実施者 東京都 

概要 

東日本大震災において発生した帰宅困難者による混乱を受けて、首都圏直下地震に備

える協議会を発足させた。国、地方公共団体、民間企業等がそれぞれの取り組みに関

わる情報を共有するために、横断的な組織が参加。 

○首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の設置について 

（首都直下地震帰宅困難者等対策協議会資料 2011 年 9 月 20 日）
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【参考：首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の開催概要】 

○協議会が対象とする行政と企業の連携による帰宅困難者等対策のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（首都直下地震帰宅困難者等対策協議会資料 2011 年 9 月 20 日）

 
○首都直下地震帰宅困難者等対策協議会のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（首都直下地震帰宅困難者等対策協議会資料 2011 年 9 月 20 日）
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事例 No １５２ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅者の抑制等 

事象等 全企業に「3 日分の食料備蓄」を求める条例 

実施者 東京都 

概要 

東京都では、都内の全企業に対して従業員の 3 日分の食料備蓄などを求める条例の制

定を決めた。今後、内閣府と都が主催している「首都圏直下地震帰宅困難者等対策協

議会で取組を協議していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 東京都提供資料）
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事例 No １５３ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 鉄道の再開方法検討 

事象等 大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開の在り方に関する協議会 

実施者 東京都 

概要 

東日本大震災時には、鉄道の運休や再開を巡り大混乱したことから、首都圏の鉄道事

業者の運転再開状況と情報提供について検証し、今後の対策を検討するための協議会

を立ち上げた。 

○大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開の在り方に関する協議会の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（国土交通省鉄道局 2011 年 4 月 18 日）
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【参考：第 2回協議会検討の結果（運転再開に向けた一般的な手順）】 
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【参考：第 2回協議会検討の結果（課題）】 
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事例 No １５４ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅困難者の一時避難先の確保  

事象等 主要駅に飲料水・救急用品 3 万人分を備蓄 

実施者 JR 東日本 

概要 

JR 東日本は、大規模災害が発生した際には、主要駅を待機所として開放する方針を決

めた。また、情報提供のおよび通信環境の整備や飲料水や毛布、救急用品などを備蓄す

る方針を固めた。 

 

（第 3回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 JR 東日本提供資料） 
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事例No １５５ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 徒歩帰宅者支援施設の確保 

事象等 災害時における帰宅困難者支援に関する協定の締結事業者拡大 

実施者 東京都 

概要 

首都圏の 9 都県市では、徒歩帰宅者への支援のため、コンビニエンスストア・ファミリ

ーレストラン等と帰宅者深淵のための協定を締結。震災後、さらに事業者を拡大してい

る。 

○九都県市の徒歩帰宅者支援の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（首都直下地震帰宅困難者等対策協議会資料 2011 年 9 月 20 日）

 

○災害時帰宅支援ステーションについて 

 

（九都県市首脳会議 防災・危機管理対策委員会作成リーフレット 2010 年発行）
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【参考：災害時における帰宅困難者支援に関する協定の締結事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（九都県市共同発表資料 2011 年 9 月 1 日）
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事例 No １５６ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅困難者対策訓練 

事象等 都内で幹線道路の通行規制を伴う大規模な防災訓練を実施 

実施者 東京都 

概要 

東日本大震災を受けて、「防災の日」に合わせて防災訓練を実施した。警視庁では、午

前 9 時から 10 分間、環状 7 号や国道 16 号など主要幹線道路を 97 箇所で一斉に通

行止めにする異例の訓練を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「3.11 の教訓生かせ 首都圏で直下地震訓練 防災の日」、読売新聞 2011 年 9 月 1 日夕刊）

 

注）著作権の関係から、ウェブサイト上に掲載する参考資

料編には、新聞記事の転載は行っていない。 
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【参考：9月 1日の避難訓練での交通規制箇所】 

○9月 1日の交通規制箇所 

 

 

 

 

 

 

 

（警視庁作成資料）

○首都直下地震発生直後の交通規制と緊急輸送道路 

（東京都地域防災計画（震災編））

規制箇所 

緊急交通路等の幹線

道路 

環状 7 号線 

国道 16 号 
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事例 No １５７ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 帰宅困難者対策訓練 

事象等 東京都等による大規な防災模訓練の実施 

実施者 東京都など 

概要 

東京都などでは、東日本大震災を受けて、大量の徒歩帰宅者が発生ことを受けて、大

規模な防災訓練を実施した。東京都の主要駅等で、一般公募の鉄道関係者や百貨店の

従業員ら 1 万人が参加して行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 東京都提供資料）
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事例 No １５８ 分類 東日本大震災を踏まえた取り組み 類型 震災時の新たな交通規制

事象等 震災時の新たな交通規制の方針 

実施者 警視庁 

概要 

警視庁は、東日本大震災で発生した際に、道路の渋滞により緊急車両の通行が妨げら

れたことを教訓として新たな交通規制の方針を発表した。主な変更点は以下の通り。

・震度「5 強」でも通行規制を行える 

・環状 7 号線の外に向かう車は通行可能にする 

・緊急車両の「専用路」（7 路線）と緊急車両と救援物資を運ぶ車両の通行路（31

路線）と 2 段階で規制する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警視庁作成資料「大震災(震度 6 弱以上)発生時の交通規制が変わりました」）

 


